
 

 

自己資本規制比率 

【平成３０年 ３月末日現在】 

 

 

 

 

 
 この書面は、金融商品取引法第４６条の６第３項に基づき、全ての営業所に備え置き公

衆の縦覧に供するため作成したものである。 
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金融商品取引法第４ ６ 条の６ 第３ 項により 作成する書面 

 

 

自己資本規制比率の状況 

【 決算修正後の自己資本規制比率であります。】 

  （単位：百万円） 

 平成３０年  ３月末現在  

自己資本規制比率（Ａ／Ｂ×100） ４１３．１％  

固定化されていない自己資本（Ａ） １１，０４０  

リスク相当額合計（Ｂ） ２，６７２  

  市場リスク相当額  １，９４７  

  取引先リスク相当額 ７３  

  基礎的リスク相当額 ６５１  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


